
（令和8年4月改訂）

Ⅰ 共通仕様

Ⅱ 特記仕様（□にﾚ点があるものを適用する。）

1 工事実績情報（CORINS）の登録を行うこと。（請負代金額が500万円以上の場合）

①工事受注時　　　　→　契約締結後10日以内

②登録内容の変更時　→　変更契約締結後10日以内（請負代金額が2,500万円以上の場合）

③工事完成時　　　　→　工事完成後10日以内（請負代金額が2,500万円以上の場合）

2 技能士の活用を積極的に図ること。施工計画書に、技能士の氏名・資格証明を添付すること。

3 工事進捗状況報告書を提出すること。（提出日は月末、メールでの提出も可）

月末までの進捗状況を、甲府市指定の書式により、翌月5日までに提出すること。

4 火災保険等の加入期間は、工期に14日以上の日を加えた日までとする。

（原則として、全ての工事において加入すること。契約約款58条）

5 現場への搬入路は、破損のないよう留意し、破損した場合は速やかに復旧すること。

6 監督員から指示があった場合は、工事完成後に完成図及び完成写真等を提出すること。

・完成図（内容は監督員の指示による。）（完成後の維持管理に必要な場合は提出すること。）

・完成写真　カラー（キャビネ版）外観4面、内観主要室（優良工事の対象物件）

7 「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（グリーン購入法）に基づき、

「甲府市グリーン購入調達方針」により定められた次の資材に関しては、

同法の判断基準を満たすものの採用に努め、建設機械については原則使用すること。

また、採用が困難な場合は、理由書を添付して報告すること。（コスト、納期、使用部位へ

の適応性）

再生木質ボード（パーティクルボード、繊維板、木質系セメント板）

陶磁器質タイル、再生加熱アスファルト混合物

再生骨材等、小径丸太材、排出ガス対策型建設機械

※高炉セメント、フライアッシュセメントは、鉄筋コンクリート造には使用しないこと。

※再生加熱アスファルト混合物は、積極的に採用すること。（プラントから40km以内の現場）

　次の製品に関しては、判断基準を満たすものから選定すること。

掲示板、黒板、ホワイトボード、カーテン、カーペット

また、工事完了後、その実績を文書にて報告すること。

　また、改修工事に関しては、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築改修工事標準仕

様書（最新版）によること。

　工事関係提出書類等については、「工事書類作成時の注意」（甲府市ホームページ「公共工

事書式ダウンロード」ページ掲載）を熟読し、遺漏の無いように提出すること。（以下の内容

には、この資料と重複する項目があるが、特に留意すべき事項として記載している。）

大国小学校教室間仕切り設置工事

特　記　仕　様　書
甲府市教育部教育施設課

　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、全て国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

公共建築工事標準仕様書（最新版）によること。


